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令和４年度 

第３３回和歌山市農業委員会議事録 

 

日 時 令和５年３月１０日（金曜日） １３時００分 開会 

場 所 和歌山市農業委員会議室 

 

議案第１号 和歌山市遊休農地解消対策事業に伴う遊休農地の証明願について 

議案第２号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について 

議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

議案第５号 農用地利用集積計画について 

議案第６号 非農地通知について 

議案第７号 現地調査・事情聴取対象条件の変更について 

報告事項 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告事項 農地賃貸借契約等登録台帳の賃借人名義変更について 

報告事項 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告事項 農地法施行規則第２９条第 1項の規定による届出について 

報告事項 農地法第４条第１項の規定による農地転用届出について 

報告事項 農地法第５条第１項の規定による農地転用届出について 

報告事項 和歌山市農業委員会が管理する個人情報に関する規定を廃止する規定について 
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出席委員（１６名） 

１番 湯川 德弘 

２番 辻本 傑 

３番 笠野 喜久雄 

４番 山本 茂樹 

５番 藤田 城司 

７番 土橋 ひさ 

８番 谷河 績 

９番 吉中 雅三 
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  農業委員会事務局 

   局   長 奥谷 知彦 

   課   長 中村 保 

副 課 長 藤田 誠一 

班   長 中居 一樹 

   企 画 員 西森 和子 

   企 画 員 肥田 敬之 

   技   師 関 直弘 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０番 中村 弘 

１１番 廣井 伸多 

１３番 曽根 光彦 

１４番 岩橋 章 

１５番 丸山 勝 

１７番 坂東 紀好 

１８番 吉川 松男 

１９番 岩橋 章博 
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１３時００分 開会 

◆奥谷局長 それでは定刻となりましたの

で、ただいまから第３３回農業委員会総会

を開催いたします。 

報告事項につきましては、議案書６１ペー

ジ以降に掲載していますので、ご確認くだ

さい。それでは、谷河会長よろしくお願い

します。 

◆会長（谷河 績）ただいまより、第３３

回農業委員会総会を開会いたします。 

 出席委員は１９名中１６名で、定足数に

達しておりますので、総会は成立していま

す。去る２月２８日、湯川委員、笠野委員、

曽根委員、岩橋章委員によりまして現地調

査並びに事情聴取が行われています。 

後ほど報告方よろしくお願いします。 

なお、古川委員、大河内委員、中尾委員か

ら都合により欠席したい旨、連絡がありま

したので、報告いたします。また、農業委

員会会議規則第１７条第２項に規定する議

事録署名委員は、曽根委員、岩橋章委員に

お願いします。それでは議案の審議を始め

させていただきます。議案第１号 和歌山

市遊休農地解消対策事業に伴う遊休農地の

証明願について、提案いたします。 

◆西森企画員 番外 説明いたします。議

案に同封している対象農地の写真をご覧く

ださい。本件は和歌山市遊休農地解消対策

事業補助金交付要綱第５条の規定に基づい

たもので、補助金の交付申請にあたり遊休

農地証明書を添付する必要があり、借受予

定者から証明願が１件ありました。対象農

地の面積は、田のみで６４７㎡です。遊休

農地証明書交付の可否についてご審議願い

ます。なお、対象農地については、３９ペ

ージの議案第５号農用地利用集積計画Ｎｏ．

１４１で利用権の設定を上程しております。

以上です。 

◆会長（谷河 績）議案第１号について、

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

（異議なし、との声） 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第１号は可決と決定しました。 

議案第２号 相続税の納税猶予に関する適

格者証明願について、提案いたします。 

◆中居班長 番外 説明いたします。 

本件は、租税特別措置法第７０条の６第１

項の規定による相続税納税猶予に関する適

格者証明書の申請が１件あったものです。 

相続人から、耕作を継続する旨の誓約書が

添付されております。以上です。 

◆会長（谷河 績）議案第２号について、

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

（異議なし、との声） 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第２号は可決と決定しました。 

議案第３号 農地法第３条の規定による許

可申請について、提案いたします。 

◆肥田企画員 番外 説明します。 

本件は、農地法第３条の規定に基づく許可

申請で３件ありました。これらの案件は、

調査の結果、耕作等に支障がないこと、当

該農地の権利を取得しようとする者は、下

限面積要件を満たし、その取得後において

全ての農地を効率的に耕作し、農作業に常

時従事すると認められるなど、農地法第３

条第２項各号には該当せず、許可要件の全

てを満たしていると思われます。以上です。 

◆会長（谷河 績）議案第３号について、

説明が終わりましたが、この議案について、
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何かご意見、ご質問ございませんか。 

（異議なし、との声） 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第３号は可決と決定しました。 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定に

よる許可申請に対する意見について、まず、

Ｎｏ．１～Ｎｏ．８までについて、提案い

たします。 

◆肥田企画員 番外 説明します。 

申請地の場所を示した簡易地図を議案と共

に配布していますので合わせてご覧くださ

い。 

№１ 申請地は、東山東地区・・・、伊太

祈曽駅から・・・に位置し、市街地に近接

する区域内でその規模がおおむね１０ヘク

タール未満のため第２種農地に該当します。

鉄道のレールや枕木を保管するための資材

置場として利用するものです。なお、５年

間の一時転用で賃借権設定です。 

№２ 申請地は、和佐地区・・・、和佐小

学校から・・・に位置し、市街地に近接す

る区域内でその規模がおおむね１０ヘクタ

ール未満のため第２種農地に該当します。

申請人は現在、賃貸住宅に居住しておりま

すが、実家の両親が高齢のため農業を継続

することが困難になってきており、自身が

営農したいという目的から、実家と耕作地

に近い当該申請地を農業者住宅へ転用申請

するものです。使用貸借権の設定で、令和

５年２月１４日付けで農用地区域除外済み

です。 

№３ 申請地は、三田地区・・・、南保健

センターから・・・に位置し、市街地に近

接する区域内でその規模がおおむね１０ヘ

クタール未満のため第２種農地に該当しま

す。申請人は現在、賃貸住宅に居住してお

りますが、今後は近くに居住し農業を手伝

うため個人住宅へ転用するものです。また、

野菜を漬物にしたりする加工場も設けると

のことです。開発許可申請中です。なお、

申請地は令和２年７月１０日付けで農地法

第３条許可にて譲渡人が取得したものです。 

№４ 申請地は、紀伊地区・・・、誠佑記

念病院から・・・に位置し、市街地に近接

する区域内でその規模がおおむね１０ヘク

タール未満のため第２種農地に該当します。

申請人は・・・を営む法人で、業務の拡張

及び駐車場の集約のため、当該申請地を露

天駐車場及び資材置場として利用するもの

です。 

№５ 申請地は、直川地区・・・、開智中

・高等学校から・・・に位置し、市街地に

近接する区域内でその規模がおおむね１０

ヘクタール未満のため第２種農地に該当し

ます。申請人が申請地西隣に所有している

露天駐車場が不足しているため、新たに露

天駐車場として利用するものです。なお、

・・・は令和２年４月１０日付けで農地法

第３条許可にて譲渡人が取得したものです。 

№６ 申請地は、直川地区・・・、さんさ

んセンターから・・・に位置し、おおむね

５００ｍ以内に市の支所があるため第２種

農地に該当します。申請人は隣接地を所有

しており、当該地を看板用地として利用す

るものです。 

№７ 申請地は、西山東地区・・・、山東

小学校から・・・に位置し、市街地に近接

する区域内でその規模がおおむね１０ヘク

タール未満のため第２種農地に該当します。

申請人は全国で数十か所の・・・を営んで

いる法人で、当該地を太陽光発電施設とし

て利用するものです。 
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№８ 申請地は、小倉地区・・・、紀伊小

倉駅から・・・に位置し、市街地に近接す

る区域内でその規模がおおむね１０ヘクタ

ール未満のため第２種農地に該当します。

申請人は申請地周辺で農業を行っており、

利便性向上のため申請地近くに農業者住宅

を設けるとのことです。 

№１～№８の案件については一般基準を満

たしていると思われます。また No.１、４、

５、７については現地調査及び事情聴取を

行っておりますので担当委員から報告があ

ります。以上です。 

◆会長（谷河 績）Ｎｏ．１につきまして、

現地調査並びに事情聴取を行っていますの

で曽根委員さん報告願います。 

◆１３番（曽根 光彦）説明いたします。

去る２月２８日、岩橋（章）委員、事務局

職員と共に現地調査及び事情聴取を行いま

した。今回の申請内容は、一時転用であり、

（貸主）・・・氏は長年農業を営んで居り

ましたが本人・・・氏が高齢のため現在、

耕作放棄地となっており借主を探していた

ところ、・・・が・・・及び・・・交換時

期となっているため資材置き場として一時

転用の賃借の申し出があり、今回の申請に

至りました。申請地は、・・・の地目（田）

・・・で現在は雑種地となっております。

借主の・・・氏で資本金・・・で、従業員

数・・・名であり年間売上額約・・・、な

お、北側の県道和歌山橋本線沿に３ｍの万

能塀で出入口にはキヤスターゲートを設置

する計画です。雨水等排水については、北

側県道に沿う水路に流す計画です。また、

近隣住民及びトタニ池水利組合の同意もあ

り何ら問題ないものと思われますが委員皆

様方の慎重なるご審議をお願いいたします。

なお、賃借期間は５年間です。報告は以上

です。 

◆会長（谷河 績）ありがとうございまし

た。Ｎｏ．４につきまして、現地調査並び

に事情聴取を行っていますので湯川委員さ

ん報告願います。 

◆１番（湯川 德弘）去る２月２８日笠野

委員と一緒に現地確認並びに聞き取り調査

を行いましたので、その内容を報告します。 

農地法第５条第 1項による物件は議案書に

記載されているとおりであります。 

・・・、・・・は保全管理されておりこの

物件の周囲は商業施設であり隣接への影響

はありません。転用目的は露天資材置き場

と駐車場に転用します。現在、・・・は数

か所に駐車場を借りているのを１か所へ集

約したいとの事です。国道より当該物件に

進入。幅員は約３ｍ位で大型車が進入する

のに余裕はありません。市の道路管理課が

管理している市道ですが、この付近の重機

リース屋などが進入しているため一部道路

が傷んでおり、今回の転用に際して事務局

から道路管理課へ連絡していますとの事で

す。雨水側溝は現在の引き込み水路へ放流

するため問題が生じないと考えます。敷地

内は１ｍ嵩上げし、アスファルト舗装仕上

げになります。油分等排水口に流れ込まな

いように沈砂場を設け、アスファルトの油

分はこの溜めマスピットで回収するとのこ

とです。委員の慎重な審議を頂きたいと存

じます。 

◆会長（谷河 績）ありがとうございまし

た。Ｎｏ．５につきまして、現地調査並び

に事情聴取を行っていますので笠野委員さ

ん報告願います。 

◆３番（笠野 喜久雄）議席番号３の笠
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野です。宜しくお願いします。議案第 4号

農地法第５条第１項に規定する許可申請に

対する意見について説明させていただきま

す。令和５年２月２８日、湯川委員、事務

局職員と私で現地調査及び事情聴取を行い

ました。中請地は、議案書のとおりで、開

智中学・高等学校から・・・に位置する第

２種農地です。申請者は、・・・などを手

掛ける会社で、現在、駐車場不足が続いて

いることに加えて、和歌山市内の数か所で

トラックの露天駐車場を確保し事業を展開

している中、そのうち借地である駐車場の

返却を迫られており、その代わりの駐車場

を確保する必要があるということが、今回

申請に至った理由だそうです。 

また、申請地は、既存の駐車場に隣接して

いることから、既存の駐車場を含めて効率

よく駐車場の増設ができるということで、

本申請に至ったということです。露天駐車

場は、コンクリートブロックを設置して、

土砂が流出しないようにするとともに、雨

水については、敷地内で集水後、南側にあ

る公共水路へ放流すると計画しており、周

辺農地への影響はないということから問題

はないと思われますが、委員の皆様の慎重

なご審議をお願いします。 

◆会長（谷河 績）ありがとうございまし

た。Ｎｏ．７につきまして、現地調査並び

に事情聴取を行っていますので岩橋章委員

さん報告願います。 

◆１４番（岩橋 章）議案第４号、Ｎｏ.

７について報告します。 

去る２月２８日に私と曽根委員、農業委員

会事務局とで、申請地を確認し、譲受人の

委任を受けた・・・の・・・氏、・・・の

・・・氏より、事情聴取を行いました。申

請地は議案書のとおりです。転用目的は太

陽光発電施設です。申請地は石垣が積まれ

た段々畑で、ぶどう棚が残存し、耕作放棄

地状態で太い木や草が生い茂っていました。

日当たりはよく、周りには人家はありませ

んでした。転用の内容ですが、この申請地

・・・と東側の山林を合わせた計・・・に

パネル２，３２８枚を設置する計画です。

発電容量は４９９ｋＷです。周囲には高さ

１．５ｍのフェンスを巡らし、排水は３ｍ

角の会所に集めてからため池に流します。

水利組合の同意、隣接農地の同意を得てい

ます。大規模な発電施設のため、県の許可

が必要で、認定申請を行っています。また、

地元の自治会・水利組合と譲受人との間で

協定書が結ばれています。必要経費は土地

購入費も含めて、・・・です。全て・・・

でまかないます。銀行の残高証明書が提出

されています。以上のことから、特に問題

はないと思いますが、皆様方の慎重なご審

議をお願いします。 

◆会長（谷河 績）ありがとうございまし

た。議案第４号Ｎｏ．１～Ｎｏ．８につい

て説明、報告が終わりましたが、この議案

について、何かご意見、ご質問ございませ

んか。 

◆２番（辻本 傑）Ｎｏ．７について、

雨水をため池に放流するが、大丈夫ですか。

限界を超えないか。 

◆１４番（岩橋 章）段々畑でぶどう畑で

あった。今までそれで大丈夫であった。 

◆肥田企画員 現状と変わらない。流量計

算もしてある。 

◆会長（谷河 績）他に何かご意見、ご質

問ございませんか。 

（異議なし、との声） 
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ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第４号Ｎｏ．１～Ｎｏ．８は可決

と決定しました。 

次に、議案第４号 農地法第５条第１項の

規定による許可申請に対する意見について、

Ｎｏ．９について、提案いたします。 

◆肥田企画員 申請地は、直川地区・・・、

和歌山北インターから・・・に位置し、お

おむね３００ｍ以内に高速道路等の出入口

があるため第３種農地に該当します。申請

人が所有している申請地近くの物流倉庫の

容量が不足してきたため、新たに物流倉庫

を設けるものです。一部は賃借権設定です。

本件については対象農地の一部に農用地利

用集積計画による利用権が設定されており、

現在も契約は有効です。関連する資料をお

手元にお配りしておりますので、合わせて

ご覧ください。利用権設定中の農地位置の

航空写真、利用権設定契約書、相関図、ご

通知と書かれた書面の写しの４点です。ま

ず解約されていない理由としましては、借

主と転用実行者側とでトラブルがあったた

めです。事業計画地の地盤調査が行われた

際に、借主が耕作している農地に無断でボ

ーリング調査が行われたことが原因とのこ

とです。また、転用実行者側は利用権設定

そのものが無効であると主張しています。

相関図をご確認ください。転用実行者側に

よると、利用権設定を行った当時、地主に

はすでに成年後見人が存在し、利用権設定

は地主の親族が後見人の許可なく無断で押

印し、契約をしたものであり無効である旨

の書面が借主側に送付されています。 

一方、借主側としては、地主との契約書作

成時、相手側契約書には地主の名前が署名、

捺印されており、なんら疑うことなく契約

書自体が有効なものと思っていたが、過日、

地主の成年後見人から唐突に文書が送付さ

れ、その内容は契約が無効であるとの主張

であり、借主側からすれば、その文書を見

るまでは後見人の存在すら知る余地もなく

一方的に無効を主張されても到底納得でき

るものではないとの事でした｡借主は今後

も当該地で引き続き耕作を続けたい意向で

す。さらに農業委員会あてにも、２月２７

日付けで転用実行者代理人から書面通知が

送られてきました。書面の写しをご確認く

ださい。内容は、後見人の許可なく契約さ

れた利用権設定は法律上、当然に無効であ

り、農業委員会としてはこの利用権が存在

しないものとして判断することを求めるも

のです。この書面について・・・。従いま

して、利用権設定自体は現在も有効なもの

として取り扱っております。 

本件につきましては、農用地利用集積計画

による利用権が設定されている農地を耕作

者の同意がないまま転用することは、農地

転用の不許可の要件である、農地法第５条

第２項第３号及び第５号に該当すると考え

られます。なお、利用権が設定されている

こと以外は特に問題はないと思われます。

以上です。 

◆会長（谷河 績）議案第４号Ｎｏ．９に

ついて説明が終わりましたが、この議案に

ついて、何かご意見、ご質問ございません

か。 

◆１９番（岩橋 章博）２点質問します。

１点目は後見人がついていることを事務

局で確認できなかったのか。２点目は・

・・と判断しているが詳しく教えて欲し

い。 

◆中居班長 契約をする際、両者の意向
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や土地の登記情報での確認は行っている

が、成年後見人記載はいずれも無い。知

ったのは、今回が初めてである。 

◆藤田副課長 質問の２点目ですが、まず

後見人から直接、農業委員会に契約の取消

を求めている訳では無い。また、後見人が

追認している可能性もあるし、地主の妻は

日常家事の法定代理人の行使の可能性もあ

る。権利が絡み合っている。いずれにせよ

市の判断すべき事では無い。 

◆１７番（坂東 紀好）利用権の有効無

効の話があるが、利用権設定している中で、

５条申請は許可できるのか。 

◆肥田企画員 権利がついていれば、その

同意がないと許可できない。 

◆１番（湯川 德弘）法律的な話は別と

して農業委員会はどう考えていくのか。 

◆藤田副課長 農業委員会は利用権設定に

基づき、農地利用の積極的な推進をおこな

っていきたいと考えています。 

◆１７番（坂東 紀好）申請すること自

体がおかしい。 

◆藤田副課長 行政手続法上、申請されれ

ば、補正するか、許可・不許可するしかな

い。保留や申請をつき返すことは出来ない。 

◆会長（谷河 績）Ｎｏ．９については、

転用実行者側の事情も一定理解しますが、

農用地利用集積計画による利用権が設定さ

れている以上、不許可相当との意見を出さ

ざるを得ないのではないかと思いますが、

委員のみなさまよろしいでしょうか。 

◆１９番（岩橋 章博）不許可相当の意

見を出すとして、県へ意見を出すまでに

合意解約できればどうなりますか。 

◆会長（谷河 績）可能性は少ないと思う

が、解決できれば、皆様に報告いたします。

他にご意見、ご質問はございませんか。 

（異議なし、との声） 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第４号Ｎｏ．９は不許可相当と決

しました。 

議案第５号 農用地利用集積計画について、

提案いたします。 

まず、Ｎo．６１を先議とさせていただき

ます。山本委員一時退席お願いします。 

 ・・・・山本委員退席・・・・ 

◆西森企画員番外 先議のため議案第５号 

２５ページのＮｏ．６１について説明いた

します。本件は、農業経営基盤強化促進法

第１８条第１項の規定による農用地利用集

積計画に基づく利用権の設定です。再設定

の契約で、使用貸借権、期間は３年、地目

は田、面積は１，１８３㎡です。以上です。 

◆会長（谷河 績）議案第５号Ｎo．６１

について説明が終わりましたが、この議案

について、何かご意見、ご質問はございま

せんか。 

（異議なし、との声） 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第５号Ｎo．６１は可決と決定し

ました。 

 ・・・・山本委員着席・・・・ 

◆会長（谷河 績）次に、Ｎo．６１以外

について 

◆西森企画員 番外 議案第５号 Ｎｏ．

６１以外について説明いたします。 

利用権新規設定における農地所在地図を議

案と共に配布しておりますので、あわせて

ご覧ください。本件は、農業経営基盤強化

促進法第１８条第１項の規定による農用地

利用集積計画に基づく利用権の設定で、再

設定契約が２１０件、新規の契約が１６件
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で合計２２６件ございました。賃借権が３

３件、使用貸借権が１９３件の設定です。

貸借期間は議案書のとおりです。また、Ｎ

ｏ．１からＮｏ．６０、Ｎｏ．６２からＮ

ｏ．１３５については、農業委員会による

利用権の再設定、Ｎｏ．１３６からＮｏ．

１４６については、農業委員会による利用

権の新規設定、Ｎｏ．１４７からＮｏ．２

２２については、農地中間管理事業での再

設定、Ｎｏ．２２３からＮｏ．２２７につ

いては、農地中間管理事業による新規の設

定です。面積は、先議Ｎｏ．６１以外の面

積となり、田が４１６２３６．１６㎡、畑

が１７，５９４㎡、総面積が４３３，８３

０．１６㎡です。また、うち農地中間管理

事業による設定が８１件あり、面積は田が

１５６，５８２㎡、畑が７，８８２㎡、総

面積が１６４，４６４㎡です。以上です。 

◆会長（谷河 績）議案第５号Ｎo．６１

以外について説明が終わりましたが、この

議案について、何かご意見、ご質問はござ

いませんか。 

（異議なし、との声） 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第５号Ｎo．６１以外も可決と決

定しました。議案第６号 非農地通知につ

いて、提案いたします。 

◆関 技師 番外、説明いたします。 

本件については、国からの通知である「農

地法の運用について」第４（３）の規定に

基づき、農地法第２条第１項に規定する農

地に該当しないと判断するものです。令和

４年１０月１２日、三田地区坂田（２９件、

５３筆）で和田推進委員とともに、また令

和４年１２月１５日、小倉地区金谷（２２

件、４０筆）で吉川農業委員、高倉推進委

員とともに、令和４年１２月２１日、東山

東地区塩ノ谷（２４件、５８筆）で矢田推

進委員とともに、令和５年１月２０日、名

草地区紀三井寺（２４件、８７筆）で貴志

推進委員とともに現地調査を行ったもので

す。非農地通知書の交付基準に基づき、対

象であると認められる農地の所有者に対し

非農地判断に係る事前通知を行ったところ、

非農地通知依頼書８件の提出がありました。

面積は、田が１筆、１，０２１㎡、畑が４

４筆、１９，５２９㎡です。議案書番号１

～８について、非農地通知書の交付基準、

農業的利用を図るための条件整備（基盤整

備事業の実施等）が計画されていない土地

であって、２０年以上前から森林の様相を

呈しているなど、農地に復元するための物

理的な条件整備が著しく困難な場合の条件

を満たしていると思われます。なお、各土

地改良区等と協議済です。以上 

◆会長（谷河 績）議案第６号について説

明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問はございませんか。 

（異議なし、との声） 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第６号は可決と決定しました。 

議案第７号 現地調査・事情聴取対象条件

の変更について、提案いたします。 

◆肥田企画員 「農地法第３条許可申請の

手続きについて」と書かれている資料を議

案と共に配布していますので合わせてご覧

ください。農地法第３条に基づく許可申請

については、現在次のような許可要件が定

められています。４月１日で農地法が改正

され、４つめの下限面積要件が廃止される

ことになりました。それに伴い、令和２年

９月１日に施行した空き家付き農地の特例
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制度も廃止となります。また、利用権設定

につきましても、これまで１，０００㎡以

上の面積要件で運用しておりましたが、こ

の要件も廃止となります。今回の下限面積

要件撤廃により、新規の農地取得者の増加

や家庭菜園等の農地利用が見込まれます。

そのため、現地調査及び事情聴取をより効

率的に行うため、表中の左（変更前）の３

から７を削除し、右（変更後）の３に改正

するものです。改正内容は、「本市で新た

に耕作する場合の現地調査・事情聴取は１，

０００㎡以上の場合のみ実施し、１０００

㎡未満の場合は実施しない」というもので

す。以上です。 

◆会長（谷河 績）この議案につきまして

は、去る２月１０日、農地問題調査研究小

委員会を開催していますので、岩橋委員長

より報告願います。 

◆岩橋委員長 

議案上程の理由並びに去る２月１０日開催

の農地問題調査研究小委員会の結果を報告

いたします。議題は、「農地法第３条許可

申請の下限面積要件の撤廃について」です。

小委員会にて協議した結果、①新規取得者

の増加が想定され、事情聴取をより効果的

に行うため、新規就農者等の事情聴取は１，

０００㎡以上とする。②規模の大小にかか

わらず、「全部効率的利用要件」や「常時

従事要件」等の判断が必要なため従前の営

農計画書に替り、お配りの耕作計画書の添

付を求めることとする。③撤廃後、諸問題

が生じた場合は、都度、協議・検討を行う。

の提案がございました。以上です。委員皆

様方の慎重な審議をお願いします。 

◆会長（谷河 績）議案第７号について説

明、報告が終わりましたが、この議案につ

いて、何かご意見、ご質問はございません

か。 

（異議なし、との声） 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第７号は可決と決定しました。 

 以上で議案の審議は終了しました。 

◆会長（谷河 績）その他、何かございま

せんか。 

   （なし、との声） 

それでは、ないようでございますので、第

３３回総会を閉会いたします。 

１３時４５分 閉会 

 


